
熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例施行規則（平成１

９年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第 15条第１項中「第２項」を「第３項第１号」に、「職務」を「職務に」に改め、

同条第２項中「第２項ただし書」を「第３項第１号」に改め、同条中第３項を第４項

とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 条例第２０条第３項第２号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務に応じ、

当該各号に定める額とする。 

 （１） 事務局長 4,000円 

 （２） 事務局次長及び審議員 3,000円 

 （３） 課長 2,000 円 

 第 37条第１項第１号中「１００分の８３．５」を「１００分の９３」に、「１００

分の１３５」を「１００分の１５０」に改め、同項第２号中「１００分の７４」を「１

００分の８２．５」に、「１００分の８３．５」を「１００分の９３」に改め、同項

第３号及び第４号中「１００分の６４．５」を「１００分の７２」に改める。 

 第 38条第１項各号中「１００分の３２．５」を「１００分の３５」に改める。 

 別表第１の表中 

「 

行 政 職 給 料 表  

職務の級が７級の職員 １００分の１５ 

職務の級が５級及び６級の職員 １００分の１０ 

職務の級が４級の職員 １００分の５ 

                                    」 

を 

「 

行 政 職 給 料 表  

職務の級が６級及び７級の職員 １００分の１５ 

職務の級が４級及び５級の職員 １００分の１０ 

職務の級が３級の職員 １００分の５ 

」 



に改める。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


